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全国の収集運搬業者と直接契約が可能な

プラットフォームシステム「SG-ARK」
小売業者様向け概要説明資料

SG-ARKの
導入目的

家電リサイクル法によって、家電4品目（TV、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）の回収は義務付けられて
いますが、回収の再委託は禁止されています。
家電4品目の販売を行う小売業者様は、販売チャネルの多様化とともに全国の収集運搬業者の選定、
条件の交渉、書面による契約書の締結等を個別に行うことが負荷となっていました。
「SG-ARK（エスジーアーク）」（ビジネス特許及び商標登録申請中）では積込および積降し地の収集運搬
の許可を持った業者との直接契約が可能です。

家電4品目を販売している小売業者様の家電リサイクル券を活用して、排出者からの回収と製造業者等への
引渡しを可能といたしました。また、各都道府県収集運搬料金を表示、回収状況の見える化を実現しました。
本マッチングサイトに加入することで、適正な回収業務と家電リサイクル券運用が可能となります。

SG-ARKフロー



契約までの流れ

SG-ARKに関するお問い合わせ
サービス提案・契約に関するお問い合わせは下記窓口までご連絡ください。

電話: 0800-1707-400(フリーコールスーパー)
メール: sg-ark＠sagawa-exp.co.jp

家電リサイクル法における小売業者の義務

・排出者(消費者等)からの引取り義務
・製造業者等への引渡義務
・収集運搬料金の公表義務ならびに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答義務
・家電リサイクル券(管理表)の交付・管理・保管義務

※出典 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/setumeikai/shiryou2.pdf

SG-ARKのポイント

・積込および積降し地の収集運搬の許可業者と直接契約。電子契約で手続きを簡素化
・小売業者の家電リサイクル券を使用して収集運搬許可業者が一時集積場への持込
・運搬料金を提示した全国の複数収集運搬事業者から選択可能
・家電リサイクル券のスキャニングによるデータ管理

・RKC(家電製品協会 家電リサイクル券センター)へ加入、家電リサイクル券を購入していることが必須
となります。https://www.rkc.aeha.or.jp/

SG-ARKへの登録に際して注意点

申込み

小売業者 収集運搬許可業者

契約申請

ＳＧムービング株式会社

３

サービス利用契約締結

１

２

契約承認
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